
仙地裁総第516号
（訟ろ－10）
平成28年9月6日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
仙台地方裁判所

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（
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法廷，審判廷又はその
’周辺

庁舎内

裁判所構内 ’

住居（官舎を含む。 ）
その他 （ ）I

I

行為者
事件関係者

傍聴人
不明

その他(■■■■■）

■
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裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者 ’
傍聴人

職員の家族
、庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，文書等

その他 （
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり ロ別紙1項のとおり
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行為に至る経緯
次のとおり

７
■ 口別紙2項のとおり ロ追完予定
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名1－新潟地方裁判所

Ｊ
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行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）
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裁判所構内
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4 ’
事件関係者 ’

傍聴人
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり ロ別添第1のとおり 口追完予定
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別添第1のとおり 口追完予定

’

その結果等の行為後の事情

口別添第2のとおり

8裁判所の対応，

■次のとおり 口追完予定

’
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なお，会計課から，国有財産の毅損報告を行う予定である。
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(丘名）福岡家庭裁判所

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加奎. ロ

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）
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2行為の日時 別添の行為日時一覧表参照。
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法廷，審判廷又はその周辺
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裁判所構内

｜
住居（官舎を含む。 ）

その他

（ ）

'4 行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他(■■■）
被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他q ~
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定 ’
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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行為日時一覧表
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名） 大阪地方裁判所

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の穀損等

■文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）
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2行為の日時
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行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■）
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|■
被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（■■■■）
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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行為に至る経緯

次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

6に記載のとおり
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8裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
力 串I

＝ ＝一一
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行為の概要

■職員又はその家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害
口自殺，自傷
口施設,物品等の損壊等
ロ文書偽造,官職名等の不正使用
口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害
□その他（ ）

I突き出した。

’2行為の日時
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事件閏係者
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園被害者,被害施設等
裁判官
その他の職員
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傍聴人
職員の家族
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事件関係者
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6行為の対応及び被害の状況
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8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

天津地方一裁判所(庁名）
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行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり

６
■ 口別紙のとおり 口追完予定
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次のとおり 口別紙のとおり ’口追完予定
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その結果等の行為後の事情
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8裁判所の対応，

■次のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 奈良家庭裁判所
－
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1行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の駿損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

Ｔ
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二
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□その他（ ）

’
1

2行為の日時

’

’ 3行為の場所 ｜ ｜‘ ~ ■■db ロ世 1■ I

法廷，審判廷又はその周辺
’

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（ ）
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傍聴人

不明
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5被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他！‐ |）

弓

6行為の態様及び被害の状況

口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯

口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定
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(別紙）

6行為の態様及び被害の状況

■■■■

7行為に至る経緯

1

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 和歌山地方裁判所

罰
行為の概要

職員又はその家族に対する加害 れ曲がった。
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）
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法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住所（官舎を含む。 ）

その他(I )
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その他
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定・
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口追完予定口別紙のとおり
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8裁判所の対応その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名） 和歌山地方裁判所

ｵ|曲がった 砺一行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

１
口
□
□
■
□
□
□
□
□

/凝議蕊■

’

1

’2行為の日時’

口
両

行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住所（官舎を含む。 ）

その他M )

3

ー

'4行為者
一事件関係者
傍聴人

不明

その他I

L ■ ’

－

に ■■

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者 I

傍聴人

職員の家族

l庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

’ 1物品，文書等

その他 ） ’（
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’

●

7行為に至る経緯

■次のとおり 口追完予定口別紙のとおり
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

庁 211F
｜

日

一

I■
園

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

１
口
■
□
□
□
□
□
□
｜
■

l接触させ，損傷させ

2行為の日時

_－ I3
■

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

｜住所（官舎を含む。 ）

その他（ ）
■■■■■■■■

■■■■'4 行為者
事件関係者

傍聴人

不明

その他

’

－

■■に 被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■）
－
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’

！
行為に至る経緯

次のとおり

７
■
「
ｄ
■
■
■

口追完予定口別紙のとおり
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8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

’’
’

|’

''9備考

4

|’

(最総一）

－雪乖一一宣亜晋一F一z＝二奇弓一二=百一云一 j･＝一五一謂盃一奄一二石

K…尋r雷電 壺争壱二両一=ー

寺了画習■『I・型L呪五曲'畠雪･毎面唖
固栗LIp F由hFIL‐ ｜円.pn

ロ･巴'比砂田Ⅷ'_'u#可|ﾛﾘ当中止F',f墹虎,野四F

,L' ?叫尾

FFT剣｣！ 〃･江』． 出』‐

F p－UI．．。 ロ芦亨一■＝ ー L■■■■I

j'I 廿刑･芦 ,．F 。

‐蓉油 i~L1,冊L一 -.和

＝ 白－1■■■■■■

宙 ﾛ

▼凸



裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁宅） 和歌山地方裁判所

I
■

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

１
口
■
□
□
□
□
□
□
□

－－

膣触させ，損傷させ触させ，損傷させ
た。

感

2行為の日時 I ’

’'’ 一行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住所（官舎を含む。 ）

その他（’ I）

3

－

'4
－唖もG4r■‘■b，輻 ，里圧肘

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他

■■
｜

’
回被害者,被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

I 傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（■■）
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6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり ’口追完予定

’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■
’
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裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

次のとおり 口別紙のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名1－和歌山地方裁判所

’行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（

１
□
■
□
□
□
□
□
□
□

接箙事翫預語笙した。

’2行為の日時’

’行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住所（官舎を含む。 ）

その他（’ －－ ｜）

3

行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他

4

5被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設
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’
6行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

|■ ’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
一

■ ’
’

8裁判所の対応，

■次のとおり

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり 口追完予定
ー

■
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名） 旭川地方裁判所
一
Ⅱ r行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等 ．

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

１
口
■
□
■
ロ
ロ
■
ロ
ロ

■■■■暴行を加え，
負像したほか､■■■
■■■■暴行を加え，
負像したほか､■■■

破損するなどした

2行為の日時 ’

■3行為の場所

〈 法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内
Ｉ
判
居
の

裁
住
そ

所構内

(官舎を含む。 ）

|）他 （
一一

’

’
行為者

事件関係者

傍聴人

不明

4

その他〈
I |） ’

ロ

１
１

被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■）
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の態様及び被害の状況

とおり 口別紙のとおり 口追完予定
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行為に至る経緯
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8裁判所の対応，
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その結果等の行為後の事情
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裁判所縁員に対する加害行為等に関する報告書

て

iく‐

U
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

■職員の職務遂行の妨害

ロその他（ ）

’
一

2行為の日時■■■■■■■■■■ ■’

3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■）

｜
、

4行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他一）

■

｜
｜
｜
｜

’

5

’
被害者，被害施設等

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他（■■■■■■■■■）
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6 行為の態様及び被害の状況

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

－ 一一一←÷｡

－＝

『戸 唯年妬＝ 竪弓 J･陸E

囲劉月輌刮戟7-■ L■軍>屯 田~H研一

行為

次の

に至る経緯7

とおり 口別紙のとおり 口追完予定

署罰下 踊 皿百一T＝江
＝ . －－－一且

ｒ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
７
ｌ | ’鋼、

’
』
■
ｐ
Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
｛
ｌ
‐

’
ムダ＝ J1

＆鵬 閲弓醒'1 晶尉 裡 叶剛 『虫児 罫,竜
ユロ』

｜

’

■■■ ロ■

b・■■ －1牢 再 コ岬 堅屋

’

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情

次のとおり 口別紙のとおり

８
■

| ’

画面、『''－．‘~－
■

訂 君宅

D■03

9備考

’
函斤扇 …歪雨1百 ．ｰ画一 区一三匠庁■記 一＝＝化

’

’ |

(最総一）

－ － －
0

配聖'1，叫 r,- .-1 .Jロ ー一 －－－僅二も,一m．r■ ． ． ．…号‘』


